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環状第３号線支線２ 白鷺橋架替工事のお知らせ

江東区枝川一丁目～枝川二丁目

現在、東京都は「環状第３号線支線２白鷺橋」の架替工事を進めております。
この工事により、環状第３号線支線１と環状第３号線支線２が幅員３６ｍ～４０ｍで整備され、

車両および歩行者が安全・円滑に通行できるようになります。
また、架橋から約60年経過し老朽化の激しい白鷺橋を架け替えることにより、橋梁の耐震性能

が向上し、緊急輸送道路としての重要な役割を果たすことになります。

〇 事業の目的
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Ⅰ期施工：拡幅側
（企業管移設、新橋構築、取付道路工事等）

Ⅱ期施工：現道側
（旧橋撤去、新橋構築、企業管移設、取付道路工事等）

工程は状況により変動することがあります。

本事業は平成２３年度の開始以降、長期にわたりご迷惑をおかけしておりますが、令和１３年度
完成に向けて進めてまいります。



〇 工事の概要

○ 交通の円滑化、および狭隘な歩道幅員を改善するために、白鷺橋と周辺道路の幅員を現在の２０．５ｍ

（車道１５．５ｍ、歩道５．０ｍ）から幅員３６ｍ（車道部２４ｍ、歩道部１２ｍ）に拡幅します。

○ 道路の安全性を高めるために、現在の耐震基準に適合した橋りょうに架け替えます。

○ 交通の円滑化、および狭隘な歩道幅員を改善するために、白鷺橋と周辺道路の幅員を現在の２０．５ｍ

（車道１５．５ｍ、歩道５．０ｍ）から幅員３６ｍ（車道部２４ｍ、歩道部１２ｍ）に拡幅します。

○ 道路の安全性を高めるために、現在の耐震基準に適合した橋りょうに架け替えます。

□現在 □将来

■平面図 ■平面図

平久運河平久運河

汐見運河汐見運河

白鷺橋
白鷺橋（現道）

Ⅱ期施工

拡幅範囲
Ⅰ期施工（施工中）

橋長約２７ｍ
■側面図 ■側面図

下部工
新設橋台
新設杭

上部工：新設桁

※関係機関との協議・調整により計画を変更する場合があります。

○ Ⅰ期〔拡幅範囲の施工〕とⅡ期〔現道範囲の施工〕の大きく分けて２分割の施工となります。

○ Ⅱ期施工時には拡幅範囲に交通を切り替えます。

○ Ⅰ期〔拡幅範囲の施工〕とⅡ期〔現道範囲の施工〕の大きく分けて２分割の施工となります。

○ Ⅱ期施工時には拡幅範囲に交通を切り替えます。
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施工中 拡幅側へ交通を切り替えた後、架替え


